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前回検討会における意見等
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第３回検討会における委員からの意見等

●受講者のなりすまし防止対策として、必ず講師から質問するという方法がある。

●２年に１度訓練を受講しなければいけないという「２年」について、何日前から受講可能な
のかといった「２年」の定義を明確にしてほしい。
●受講者側の回線切断や、受講者がカメラ機能をONにできないといった講師側でどうする

こともできないものもある。こういった状態を避ける訓練方法のひとつとして小テストやハイ
ブリッドといった手段もある。
●ある資格の講習のe-learningで、カメラを常時ONにしていないと成立しないといったシス

テム（サービス）が存在するようである。また、講師が２時間話し続けるのではなく、途中に
ディスカッションなどを挟むと良い。

課題に対する検討結果について

●標準教材の組み立てとしては妥当。

● Sterile Cockpit Ruleは重要であり、具体的にはブリーフィングで確認するなどの形で取り
入れるべき。また、今後の教材のアップデートにおいては、EBTの考え方に基づいて、最近
の不安全事象も踏まえて新しい情報を追加していくこととしてほしい。
●30分くらいの動画を作って貰えれば、事前に学習することができ効果が上がる。

標準教材作成について
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コメントシートによる意見等

●講師の要件として求められる「同等以上の能力」について、CRMスキルは操縦のよう

に専門分野の知識と技量からなるテクニカルスキルと異なり、業種・職種に拘らない共
通のスキルであるノンテクニカルスキルである。整備士や管制官等の経験を有する者が
講師を担当することは問題無いと考えられる。

●標準教材の構成（案）については、妥当。
●SHELモデルやCRM、SRMの教育について、小型機パイロットから見ると理解するこ
とは難しいものもあると考える。
●大型機のCRMと小型機のCRMそれぞれを習得するには、内容や学習量に違いがあ
ると考える。操縦者の違いに即した訓練制度として頂きたい。
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課題に対する検討結果について

標準教材作成について



（参考）課題に対する検討結果 【第３回検討会資料】

課題

CRMスキルを維持・定着させるための訓練の実施
間隔は２年とする。

検討結果

訓練の実施間隔について

訓練の最低訓練時間について
ヒューマンファクターズ訓練の最低訓練時間は、３時
間とする。

講師に求められる最低限の要件として、３年の間に
航空交通管制圏に係る空港等において離陸及び着
陸をそれぞれ１回以上経験したもの又はこれと同等
以上の能力を有するものとする。

「同等以上の能力」については、速やかに検討する。

講師の経験について

オンラインに限らず講師1名当たりの訓練生は20名
以下とし、オンラインの場合は、本人なりすまし防止
や訓練態度を確認できる方法を講じさせる。

e-learning形式については、不正の防止等、導入に
向けた課題の整理を行っていく。

対応案で示した訓練内容を大項目とし、CRMの必要
性、過去事例から学べる要素を該当項目で取り扱う。

ロールプレイは、過去事例をもとに受講者が自ら考
えることを求めるような内容とする。

訓練の内容について

訓練の手法について
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（参考）標準教材作成に向けて 【第３回検討会資料】

ヒューマンファクターズ訓練は、航空機使用事業者、官公庁等組織に属している操縦士や、組織に属していない
自家用操縦士など幅広い操縦士が対象となることを前提として標準教材の構成を検討
演習教材については、訓練を受ける者がその操縦士の役を演ずるシナリオ（過去に発生した滑走路誤進入事例
等を模した脚本）や映像教材とする。

〇標準教材の考え方

標準教材の構成（案）

・TEMの概要 ・スレットマネジメント
・エラーマネジメント ・UASマネジメント

５．スレッド＆エ
ラーマネジメ
ント

• CRM訓練の成り立ち１．はじめに

• 飛行前、飛行中、飛行後の各フェーズ
におけるTEM実践

６．TEMの実践
• なぜ自家用操縦士にもヒューマンファク

ターズ訓練が必要なのか
２．ヒューマン

ファクターズ訓
練の重要性

・過去事例の研究
７．TEMの事例

研究

・なぜヒューマンパフォーマンスに関する
知識が必要なのか。

・人間の能力と限界 ・SHELモデル ・情

報処理 ・疲労とその影響 ・ストレスと
その影響 ・低酸素症

３．ヒューマンパ
フォーマンス

・滑走路誤進入事例を模したシナリオ（訓
練を受ける者が操縦士又は管制官の
役を演じる）

・天候不良、機材不具合、同乗者体調不
良等の事例を模したシナリオ（「6．TEM
の実践」や「7．TEMの事例研究」で得

た知識の定着度を映像教材を用いて確
認）

８．演習

・効果的な見張り ・状況認識
・意思決定 ・ワークロード管理
・コミュニケーション
・チームビルディング
・警戒 ・モニタリング ・介入 ・自動化
・驚きと驚愕 ・レジリエンス、

４．CRMスキル
と行動指標
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技能発揮訓練を担当する講師
（同等以上の能力を有する者）
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技能発揮訓練を担当する講師（同等以上の能力を有する者）

操縦技能証明を有する者であって、②飛行機又は回転翼航空機の機長として①３年の間に２回以上航
空交通管制圏に係る空港等から離陸させ、若しくは当該空港等へ着陸させる操縦を行った経験を有す
るもの又はこれと同等以上の能力を有するものであること。

講師の要件（航空法第99条の３第２号ハ等）

同等以上の能力の考え方

① 所要の離着陸経験を有しない技能証明保有者（飛行機又は回転翼航空機に限る）

以下のいずれにも該当する場合は、講師の同等要件を満たすものとする。
十分な飛行経歴かつ航空交通管制圏に係る空港等における離着陸経験を有していること
操縦士の教官業務を継続して１年以上行っており、航空交通管制圏に係る空港等の運航環境について最新の知
識を有していると認められること

② 飛行機又は回転翼航空機以外の種類の航空機（滑空機等）に関する技能証明保有者

以下のいずれにも該当する場合は、講師の同等要件を満たすものとする。
３年の間に２回以上航空交通管制圏に係る空港等において離陸又は着陸の経験を有していること
保有している技能証明と同じ種類の航空機の操縦者を受講者とすること

（注）同等要件による者についても、実際の講師任用に当たっては別途「登録訓練機関の教育の内容の基準等を定
める告示」（以下「告示」という。）に定められた研修を受ける必要がある。

〇操縦技能証明を有しない者
以下のいずれにも該当する場合は、講師の監督下において訓練支援（補助）を行うことができる。なお、訓練補助者

の具体的な業務の範囲については、特に訓練事務規程に記載を求めることとする。
告示に定められた講師に対する研修（登録の更新時を含む。）を受講していること
当該機関の講師から、実施する訓練支援の内容、方法について指導を受けていること
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中間とりまとめ（案）
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訓練を担当する講師の要件、具体的な標準教材の内容等、一部課題が残っていることから、引き続き検討会での議論を継続し、年度内
の最終的な取りまとめに向けて更なる検討を進める。

自家用操縦士等ヒューマンファクターズ訓練検討会中間とりまとめ （概要）

対応方針課 題

訓練の実施間隔は２年とする。訓練の実施間隔

最低訓練時間は３時間とする。最低訓練時間

講師１名当たりの受講生は２０名以下とし、オ
ンライン訓練の場合はなりすまし防止や訓練
態度を確認できる方法を講じさせる。

訓練手法

教材の構成案は右表のとおり教材

３年の間に管制空港等において離陸又は着陸
を２回以上又はこれと同等以上の能力を有す
るものとする。

講師の経験

＜委員＞

土屋 武司（東大大学院 教授）
小林 宏之（航空評論家）
梅村 行男（元航空大学校特任教授）

有識者検討会

＜開催＞

第1回（令和7年7月3日）
第2回（令和7年8月22日）
第3回（令和7年9月19日）
第4回（令和7年11月21日）

CRMの成り立ち1.はじめに

なぜ、自家用操縦士にも訓練が必要なのか。2.訓練の必要性

なぜ、ﾋｭｰﾏﾝﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに関する訓練が必要なのか。

人間の能力と限界、SHEL、情報処理、疲労、ｽﾄﾚｽ、低酸素
症等

3.ﾋｭｰﾏﾝﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

見張り、状況認識、意思決定、ﾜｰｸﾛｰﾄﾞ管理、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、
ﾁｰﾑﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ、警戒、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、介入、自動化、驚きと驚愕、
ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ

4. CRMｽｷﾙと行動
指標

TEMの概要、ｽﾚｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｴﾗｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、UASﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ5. TEM

飛行前、飛行中、飛行後の各ﾌｪｰｽﾞにおけるTEM実践6. TEMの実践

過去事例の研究7. TEMの事例研究

滑走路誤進入を模したｼﾅﾘｵ

天候不良、機材不具合、同乗者体調不良等の事例を模したｼ
ﾅﾘｵ

8.実践

〇「羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会」が取りまとめた滑走路誤進入対策の中間取りまと
めにおいて、全てのパイロットに対するCRM訓練の義務付けが提言。

〇国土交通省航空局では、全てのパイロットを対象に、技能発揮訓練（※）を修了していなけば航
空交通管制圏に係る空港等での離着陸等を行うことができないとする航空法の一部改正を実施。

〇具体的かつ効果的な訓練制度について検討するため、有識者、関係団体からなる「自家用操縦
士等ヒューマンファクターズ訓練検討会」を設置し、訓練を実施するに当たっての課題、訓練の
方向性、訓練で使用する教材のあり方等について、議論を重ねているところ。

「航空法施行規則」の改正
「航空法に基づく登録訓練機関に関する省令」の制定

「登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示」の制定
「登録訓練機関の登録等に関する取扱要領」の制定

※航空機の航行中に管理技能を確実に活用・発揮することができるようにするための訓練
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標準教材骨子（案）
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標準教材

ヒューマンファクターズ訓練の重要性

ヒューマンパフォーマンス

CRMスキルと行動指標

５つのCRMスキルの要素と行動指標

標準教材の構成概要

パワーポイント及び動画
（MP4）形式により作成

標準教材の構成は以下の構成とし、各項目毎に を作成

スレット＆エラーマネジメント（TEM）

TEMの実践

TEMの事例研究

演 習（ロールプレイ）

ヒューマンファクターズ訓練の目的

CRM開発の契機となった航空事故

ヒューマンパフォーマンスに関する知識の必要性

HFの理解に重要なSHELモデル

スレット＆エラーマネジメントの概要

エラーマネジメント・UASマネジメント

内容

11
UAS：Undesired Aircraft Status（望ましくない航空機の状態）



ヒューマンファクターズ訓練の重要性標準教材（サンプル）

12



標準教材（サンプル） ヒューマンパフォーマンス
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標準教材（サンプル） CRMスキルと行動指標
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標準教材（サンプル） スレット＆エラーマネジメント（TEM）
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標準教材（サンプル） TEMの実践
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標準教材（サンプル） TEMの事例研究①
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標準教材（サンプル） TEMの事例研究②
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標準教材（サンプル） 演 習

シナリオ 飛行計画の情報
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標準教材（サンプル） ロールプレイ

左記の設定条件及び設定状況を踏まえ、管
制官（講師が実施）と実際の飛行を想定した
ロールプレイを実施

設定条件

設定状況

ロールプレイ終了後、振り返りを行い、ス
レット・エラー・UASにかかるディスカッション
を行う。

振り返り
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標準教材（サンプル） 検討事項

レジリエンスに関する訓練内容について

✓ ICAO PANS-TRG（ICAO Doc.9868）では、EBTのシナリオにおい
て、飛行中の予期せぬ状況を作り出すことでレジリエンスが習得
できるとしている。

✓ 一方、EBTのシナリオによる訓練（SIM）を用いない自家用操縦士
に対する訓練において「レジリエンス」をどのように取り入れるか
については、検討を要する。

✓ このため、当面の標準教材としては、「Resilience」を用語として
教材に含めることとし、Surprise、Startleと関連するものとして知
識的な整理をしておくこととしたい。
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標準教材（サンプル） 検討事項

教材に「Safety Culture」を反映することについて

✓ エアラインにおいて、Human Factorsの重要事項にJust Culture
が取り入れられている。

✓ 航空安全プログラムにおける、安全方針のひとつとして、安全
文化の醸成の促進が規定されている。

✓ そのため、標準教材にも、「Safety Culture」を含める必要があ
るか。

航空安全プログラム
（６）安全文化

安全に関連した個人及び組織の価値観、姿勢、能力及び行動様式の
成果をいう。 安全文化は、ハザードが報告されることを促進し、報告者を
公正に取り扱い、変化 する要求に柔軟に対応し、そして明らかにされた
ハザードに学ぶことを含む。
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省令等の概要

23



航空法等の一部を改正する法律（令和７年法律第55号）を踏まえ、
①航空法施行規則の改正、②航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の新規制定を行う。

施行日：令和７年11月27日
ただし、改正法関係条文が施行となる日（令和10年６月５日を超えない

別途政令で定める日）まで適用除外

航空法施行規則改正の主な改正内容

改正航空法により義務化される操縦士のCRM訓練に
ついて、以下の規定等を追加する。

①同等訓練の要件

登録訓練機関が行う訓練と同等以上の内容を有する
訓練として、エアラインのCRM訓練等を規定（第162条の

19）

②技能発揮訓練の有効期間

航空交通管制圏に係る空港等で離着陸等を行う際、
当該行為を行う日前２年以内に技能発揮訓練を修了
していなければならないことを規定（第162条の20）

③修了証明書の携帯義務が免除される場合

修了証明書の携帯義務が免除される場合として、エ
アラインのパイロットがエアライン機に乗り組む場合
等を規定（第162条の22）

省令事項の概要

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令の主な内容

①登録の手続き

・登録訓練機関の登録について申請を行う際の提出書類、添付
書類等。

②講師の要件

・登録訓練機関の講師になるために必要な要件。
（３年以内に航空交通管制圏に係る空港で２回以上の離着陸など）

③訓練事務の実施基準

・登録訓練機関が行う訓練時間。（３時間以上）
・登録訓練機関における訓練実施基準。（訓練の内容・方法が
告示で定める基準に適合していること、講師等に対する告示
で定める基準に適合する研修の実施等）

・修了証明書の交付後、大臣への報告期限（２週間以内）

④訓練事務規程の内容

・訓練事務規程に定めるべき内容。（受講申請に関する事項、訓練
の料金、訓練の実施方法、教材の名称、管理者の氏名・経歴 等）

（第３条）

（第４条）

（第９条）

（第10条）

施行日：令和７年12月１日
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告示・通達事項の概要

航空法等の一部を改正する法律（令和７年法律第55号）を踏まえ、
①登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示
②登録訓練機関の登録等に関する取扱要領（通達）の新規制定を行う。

告示の主な内容

①必要履修科目の教育の内容

必要履修科目が以下のとおりであること。
・訓練実施の意義
・ヒューマンファクターの概要
・技能発揮訓練の概要

②必要履修科目の教育の方法

・講師一人につき同時に訓練を受ける者の数が20 人以下
であること。

・オンライン訓練の場合の基準に適合すること(相手の状態
の相互の認識等）。

③登録訓練機関管理者及び講師に対する研修

・登録訓練機関管理者に対して、登録訓練機関の運営の
方針等について研修を行うこと。

・講師に対して、訓練の指導方法等について３時間以上の
研修を行うこと。

通達の主な内容

①登録の手続き・審査・更新

・登録訓練機関の登録申請に関する具体的な手続き
・登録訓練機関の登録審査及び登録について
・登録訓練機関の更新について

②訓練事務規程の届出及び変更

・訓練の実施方法、料金、修了証明書の交付の手続等
に関する事項について訓練事務規程に定め、訓練事
務を開始する日の遅くとも１ヶ月前までに、当該登録
訓練機関を管轄する地方航空局長に提出すること。

③国による登録訓練機関に対する監督

・航空法第134 条の規定により、登録訓練機関に対す
る報告徴取及び立入検査を行うことができるものとす
る。

（第１条）

（第１条）

施行日：令和７年12月１日

（第２条）
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次回検討会の予定

第５回 自家用操縦士等
ヒューマンファクターズ訓練検討会

●開催期日
令和８年２月（予定）

●議事（予定）
✓最終とりまとめ
✓標準教材（案）
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